
  

 

ア 抜本的な保育制度改革 

 

（ア）直接契約方式の導入 

児童福祉法改正により、平成10年以降、利用者が複数の保育所を選択し、申

込みができるようにはなったものの、最終的には保育の実施主体である市町村

が入所判定を行い、児童を各保育所に割り振る仕組みが現在でも続いている。

そのため、利用者の視点に立ったサービス向上へのインセンティブが働きにく

くなっている。 
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ベビーシッターへのニーズ（複数回答）
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